
島根県立大学・島根県立大学短期大学部障がい学生支援規程の松江キャンパスにおける運用に

ついて 

 

令和 3 年 4 月 1 日     

令和 5 年 4 月 1 日改正 

令和 6 年 4 月 1 日改正 

 

島根県立大学・島根県立大学短期大学部障がい学生支援規程（以下「規程」という 。）に定める支援の申し

出及び申し出受理後の松江キャンパスでの取り 扱いは次のとおり とする。 

 

１． 松江キャンパスにおける窓口等について（規程第６条第２項、同第 7 条第 2 項関係） 

（1） 受験上の配慮申請の窓口を学務課教務・入試係、修学上の配慮申請の窓口を学務課キャリ ア・学生支

援係とする。 

 

（2 ） 受験上の支援方策についてはアドミ ッショ ン委員会で、修学上の支援方策については障がい学生支援

委員会で審議・決定する。 

 

２． 支援の申し出について（規程第６条関係） 

支援を申し出る時には、次の書類を提出するものとする。 
（1） 障がいなど（視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由、病弱、発達障がい等）があり 、本学に入学を志願す

る者（志願を予定している者を含む。）（以下「入学志願者」という 。）で、受験上の配慮を希望する者は、原

則として在学( 出身) 学校等を経由して、「入試受験相談書（様式１）」及び様式１記載の「添付書類」を学務

課教務･入試係に提出するものとする。 

 
（2 ） 障がいがある学生が修学上の配慮を申し出るときは、「修学支援申請書（様式 3 ）」及び様式３記載の

「添付書類」を学務課キャリ ア･学生支援係に提出するものとする。 

 

３． 支援の決定などについて（規程第７条関係） 

（1） 入学志願者から「入試受験相談書( 様式１) 」の提出があったときは、次により 処理するものとする。 

① アドミ ッショ ン委員会は、障がい学生支援委員長等と協議のう え、支援方策を決定し、学長に文書（様

式２を準用）で報告する。 

② 学長は、入学志願者から希望のあった入学者選抜試験の受験上の配慮について、その結果を「受験時

支援決定通知 ( 様式 2 ) 」により 入学志願者に通知する。 

 

( ２)  修学上の配慮を希望する学生（以下、「要支援学生」という 。）から「修学支援申請書( 様式 3 ）」の提出が

あったときは、次のよう に処理するも のとする。 

① 障がい学生支援担当は、必要に応じて要支援学生の所属学科等に対し、修学上の配慮すべき措置等

について意見をも とめる。 

② 障がい学生支援担当は、学科等の意見をも とに支援方策案を作成し、障がい学生支援委員会に諮る。 

③ 障がい学生支援委員会において、支援方策を審議・決定し、学長（副学長、各学部長）に文書（様式５を

準用）で報告する。 

④ 学長は、修学上の配慮について、「修学支援決定通知（様式 4 ）」により 要支援学生に通知する。 



ただし、在学( 出身) 学校等においてすでに行われていたものと同様の支援が要望された場合及び急を

要する場合は、審議を省略し文書決裁に替えることができる。 

⑤ 学長は、障がい学生支援委員会において決定された支援内容及び前項により 審議を省略され文書決

裁された支援内容について、要支援学生が所属する学科及び要支援学生が履修する授業担当教員に文

書（様式５）により 配慮依頼を行う ものとする。 

⑥ 要支援学生から支援内容変更の申し出があった場合も同様の処理を行い、様式は準用する。 

 

【修学支援決定までの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この運用は、令和６年 4 月 1 日から実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

この運用は、令和 5 年 4 月 1 日から実施する。 

 

附 則 

この運用は、令和 6 年 4 月 1 日から実施する。 

 

 

  



様式 1 

入 試 受 験 相 談 書（松江キャンパス） 

下記の通り 、入試受験における支援の提供を希望します。 

 

障がい等の状況について 

情報の共有について   必ずお読みください。 

島根県立大学・島根県立大学短期大学部では、大学の各部門が連携し、学生の支援を行います。そのため、「公立大
学法人島根県立大学個人情報取扱規程」（下記 UR L または QR コード参照）に基づく管理の下、この申請書に記入さ
れた内容を必要に応じて支援関係者間にて共有いたします。 

h ttp s ://w w w .u -sh im a n e .a c .j p /u ti l i tie s/p o lic y .h tm l 

 

 

  

志 願 者 氏 名 
（ふり がな） 生 年 月 日 

年   月   日 

志 願 学 部 

学部           学科 選
抜
区
分(
日
程) 

 

学部           学科  

学部           学科  

本 人 住 所 〒 

携 帯 番 号  

メ ールア ド レス ＠ 

出 身 学 校 名  

卒 業 見 込 年 月 
卒 業 年 月 

 
 

保護者等連絡先 

（緊急連絡先） 

氏名 住所 〒 

本人との関係 電話番号 

障 が い の 内 容 
診断名 

特記事項 

か か り つ け 

医 療 機 関 

医療機関名 住所 〒 

医師名 電話番号 

受 験 上 の希 望 

する 配 慮 内 容 

 

添

付

書

類

①医師の診断書等（一年以内のも の、写し可） 

または、障害者手帳（写し） 
医師の診断書は、必要な支援内容が記入されているものが望ましい 

②在学（出身）学校等での支援状況に関する資料
（写し） 

在学（出身）学校等で修学上の配慮・支援を受けていた場合のみ提出
（個別の教育支援計画等の支援情報に関する資料等） 

③大学入学共通テストの 
「受験上の配慮事項審査結果通知書」（写し） 

一般選抜試験を受ける場合のみ提出 

在学（出身）学校長等の確認 役職名                    氏名( 署名)  

提出日  令和  年  月  日
島根県立大学・島根県立大学短期大学部 学長 様 

入試支援に必要な個人情報の開示に同意します。 

氏名（署名）                       （保護者代筆可） 

https://www.u-shimane.ac.jp/utilities/policy.html


様式 2  受験時支援決定通知 

 

令和  年  月  日 

 

 様 

 

島根県立大学・島根県立大学短期大学部 

学 長 

 

 

受験時の支援の決定について 

 

令和  年  月  日付で相談のあり ましたことについて、下記のよう に決定いたしましたので

お知らせします。 

 

 

記 

 

 

１ 支援内容 

 

 

 

 

２ 受験にあたっての連絡事項 

 

 

 

    

 

 

※在籍校には、本通知の写しを添付し連絡を行う 。 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

本件に関するお問い合わせ窓口 

島根県立大学・島根県立大学短期大学部 
松江キャンパス 学務課 

教務・入試係  担当 

電話番号（    ）  -      



様式 3  

修 学 支 援 申 請 書（松江キャンパス） 

下記のとおり、修学支援に基づく配慮を希望します。 

学 生 情 報 学籍番号 氏 名
ふりがな

 

学 部 ・学 科 ・学 年           学部             学科            学年 

居 住 形 態 □自宅    □一人暮らし    □学生寮    □その他 

本 人 住 所 

〒 

 

携 帯 番 号  

携 帯 

メ ールアドレス 
@  

保護者等連絡先 

（緊急連絡先） 

氏名 電話番号 

本人との関係 メ ールアドレス 

＠ 

住所 〒 

 

 

障がい等の状況について 

障 が い 種 別 

（疾 病） 

□聴覚障害    □視覚障がい    □肢体不自由     □病弱・虚弱 

□精神障がい   □発達障がい    □その他（                          ） 

障 が い の 内 容 

（疾 病） 

診断名 

 

特記事項 

 

か か り つ け 

医 療 機 関 

医療機関名 

住所 〒 

 

 

電話番号 

医師名 

常 服 薬 有         ・         無 

添

付

書

類 

①医師の診断書等（1 年以内のも の、写し可）
  または、障害者手帳（写し） 

医師の診断書は、必要な支援内容が記入されているも のが望ましい 

②在学（出身）学校等での支援状況に関する
資料（写し） 

在学（出身）学校等で修学上の配慮・支援を受けていた場合のみ提出
（個別の教育支援計画等の支援情報に関する資料等） 

 



入学後の修学に対して希望する配慮・支援 

配 慮 ・ 支 援 理 由 

  

  

その他 

 

 

 

 

 

 

情報の共有について   必ずお読みください。 
島根県立大学・島根県立大学短期大学部では、大学の各部門が連携し、学生の支援を行います。そのため、「公立大

学法人島根県立大学個人情報取扱規程」（下記 UR L または QR コード参照）に基づく管理の下、この申請書に記入され

た内容を必要に応じて支援関係者間にて共有いたします。 

 

h ttp s ://w w w .u -s h im a n e .a c .j p /u ti l itie s/p o l icy .h tm l 

 

 

  
申請日  令和  年  月  日

島根県立大学・島根県立大学短期大学部 学長 様 

修学支援を申請し、この申請書に記入された内容を関係する教職員及び支援関係者間で共有する事、及び個人が

特定できない形で資料・統計に利用することに同意します。 

氏名（署名）                      （保護者代筆可） 

https://www.u-shimane.ac.jp/utilities/policy.html


 

様式 4  修学支援決定通知 

 

令和  年  月  日 

 

 様 

 

島根県立大学・島根県立大学短期大学部 

学 長    

 

 

 

修学支援の決定について 

 

令和  年  月  日付で申請のありましたことについて、下記のよう に決定いたしましたので

お知らせします。 

 

記 

 

 

１ 支援内容 

 

 

 

２ 留意事項 

今後障がいの状況の変化などにより 、支援内容の変更が必要とお考えの場合は、再度下

記担当窓口へお申し出ください。状況などをお聞きした上で支援内容について改めて検討し、

ご回答いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ窓口 

島根県立大学・島根県立大学短期大学部 

松江キャンパス 学務課 
キャリ ア・学生支援係 担当 

電話番号（    ）  -     



様式５ 配慮依頼 

 

令和  年  月  日 

 

授 業 担 当 教 員 各位 

 

島根県立大学・島根県立大学短期大学部 

学 長 

 
 

授業上の配慮について（ご依頼） 

 

平素より、障がいのある学生支援につきまして、ご理解、ご協力いただきありがとう ございます。 

さて、当該学生につきまして、障がい学生支援委員会において支援方策が決定されました。 

つきましては、下記により 授業等において配慮をお願いいたします。 

なお本依頼は、「島根県立大学・島根県立大学短期大学部障がいを理由とする差別の解消の推

進に関する教職員対応要領」に則り行っており ますことを、申し添えます。 

 

記 

 

１ 学生情報 

 

学 部 学 科 学 籍 番 号 氏
ふ り

 名
が な

 

    

 

２ 修学支援申請書提出日 

   令和  年  月  日 

 

３ 本学生の障がい等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

取扱注意 



４ ご配慮いただきたい点 

■ 

 

 

 

■ 

 

 

 

■ その他、必要な対応 

上記に限らず、今後学生生活を送る中で当該学生より何らかの意見や要望が出されるかと思

います。その際にはあらためてご連絡を差し上げます。 

また、当該学生への対応についてご不明な点等ございましたら、下記連絡先までお問い合わせ

願います。 

 

※これらの情報は、島根県立大学・島根県立大学短期大学部教職員（非常勤職員、臨時的任用

職員等を含む）守秘義務の対象となる個人情報です。取り扱いには十分にご留意ください。 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ窓口 

島根県立大学・島根県立大学短期大学部 

松江キャンパス 学務課  

キャリ ア・学生支援係 担当 

電話番号（    ）  -     
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島根県立大学人間文化学部･島根県立大学短期大学部障がい学生支援委員会要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、島根県立大学・島根県立大学短期大学部障がい学生支援規程第７条第２項

に基づき、障がい学生支援委員会（以下「委員会」という 。）に必要な事項を定める。 

 

（委員会） 

第 2 条 委員会に、委員長を置き、学長が指名する。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。 

 

（組織） 

第 3 条 委員会は、前条に定める委員長と次に掲げる委員で構成する。 

( 1)  各学科教員 1 名 

( 2 )  その他、必要に応じて保健管理委員長など委員長が必要と認めた者 

 

（所管事項） 

第４条 委員会は、障がいのある学生の修学に関し、次に掲げる事項を所掌する。 

( 1)  障がいのある学生からの申し出に対する支援に関すること 

( 2 )  受験上の支援に関すること 

( 3 )  修学上の支援に関すること 

( 4 )  学生生活上の支援に関すること 

( 5 )  施設・設備の整備に関すること 

( 6 )  修学の支援に係る予算に関すること 

( 7 )  支援組織及び個別支援チームとの調整に関すること 

 

（議決） 

第５条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ成立せず議事を決することができない。 

２ 議事は、出席した委員の 3 分の 2 以上でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

３ 早急な対応が必要な場合などの取り 扱いについては、別に定める。 

 

（意見の聴取） 

第６条 委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができ

る。 

 



 

2 
 

（個別支援チーム） 

第７条 障がいのある学生の修学支援を円滑に実施するため、委員会の下に、必要に応じて個別

支援チームを置く。 

２ 個別支援チームは、当該障がいのある学生ごとに設置する。 

 

（個別支援チームの組織） 

第８条 個別支援チームは、次に掲げる者をも って組織する。 

（1）障がい学生支援委員長 

（2 ）障がい学生支援コーディネーター 

（3 ）支援する学生が在籍する学科の委員 

（4 ）担当指導教員 

（5 ）その他委員長が必要と認めた者 

 

（個別支援チームの任務） 

第９条 個別支援チームは、次に掲げる事項の業務にあたる。 

（1）障がいのある学生の支援のための具体的方策の実施に関すること 

（2 ）関係機関との連絡、調整及び連携に関すること 

（3 ）その他障がいのある学生の支援に関し必要な事項 

 

（事務） 

第 10 条 委員会に関する事務は、学務課において処理する。 

 

（雑則） 

第 11 条 この要綱に定めるも ののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。 

 

附則 

 この要綱は、平成 3 0 年 4 月 1 日から施行する。 

附則 

 この要綱は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

附則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


